
●新たに特別徴収を開始する場合

特別徴収税額変
更通知書を受け
取る。

納税義務者が課
税対象者である
かを、普通徴収
の納付書等の有
無により確認す
る。

市税務課へ特別
徴収追加依頼書
を提出する。

　●特別徴収追加依頼書を提出する時点で納期限を
  過ぎている普通徴収分については、特別徴収にす
  ることはできません。
　・１期分以降：６月末日まで
　・２期分以降：８月末日まで
　・３期分以降：10月末日まで
　・４期分以降：１月末日まで
 
　●口座振替のご登録や年金所得に係る税額のある
  方は、納期限前でも特別徴収への切り替えができ
　ない場合があります。

変更後の金額に
て特別徴収税額
を納入する。


